
独立行政法人の業務実績の評価については、独立行政法人通則法により、主務大臣によ

る評価を受けることとされている。

当機構では、「令和3年度業務実績等報告書」を作成し、自己評価を行ったうぇで6月に

国士交通大臣に提出した。その後・、大臣より評価結果の通知を受けた。

※
●「項目別評定」※:鉄道助成業務は「B」の評価

3 令和3年度業務実績評価結果

評定に至った理由

勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業務等については、法令その他の基準に基づ

き確実に処理するとともに、全ての受払を標準処理期間内に執行した。

また、第三者委員会の活用や職員研修の実施(受講率10伊陶により、鉄道助成

業務を適正かつ効率的に執行するための業務改善・スキルアップに取り組むとと

もに、ガイドブックの配布四53音扮等、鉄道事業者等による各種助成制度の効

果的な活用を支援するための情報提供や周知活動を推進した。

(中略)

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を達成してぃると認められること

からB評定とした。

※独立行政法人が策定した中期計画の達成に向け、中期計画に定める各項目別の業務活動にっいて、当該

年度における中期計画の所期の目標の達成レベルを5段階の評語を付すことにより行うもの。

<参考>評価区分

(資料3)

S

法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られてぃると認めら

れる(定量的指標においては対中期計画値(又は対年度計画値)の120%以上で、かっ質的に顕著な成果が得ら

れていると認められる場合)。

A
法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる(定量的指標にお

いては対中期計画値(又は対年度計画値)の 120%以上とする)。

中期計画における所期の目標を達成していると認められる(定量的指標においては対中期計画値(又は対年度

計画値)の 100%以上 120%未満)。

C
中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する(定量的指標においては対中期計画値(又は対年度

計画値)の80%以上 100%未満)。

D

中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める(定量的指標におい

ては対中期計画値(又は対年度計画値)の80%未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講

ずることを命ずる必要があると認めた場合)。

(注)平成2 5年度以前は、 S S ・ S ・ A ・ B ・ Cの5段階

●「総合評定」

(機構全体では、全34の評価項目のうち、「A」 7項目及び「B」 27項助

機構全体として「B」の評価

旦


